
広
島
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と

お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
五
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所 

 

１ 

名
称 

 
 
 

株
式
会
社
建
築
構
造
セ
ン
タ
ー 

 

２ 

住
所 

 
 
 

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
一
番
二
号 

二 

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
一
番
二
号 

白
鳥
ビ
ル
二
階
（
本
社
） 

 
 

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
五
丁
目
一
番
六
号 

第
二
矢
島
ビ
ル
五
階
Ｂ
（
池
袋
事
務
所
） 

 
 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号 
カ
メ
イ
仙
台
グ
リ
ー
ン
シ
テ
ィ
四
階
（
東
北
事

務
所
） 

 
 

福
島
県
郡
山
市
中
町
一
一
番
五
号 

や
ま
の
い
ビ
ル
一
〇
〇
三
号
室
（
福
島
事
務
所
） 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
一
〇
番
三
九
号 

日
総
第
五
ビ
ル
三
階
（
神
奈
川
事
務
所
） 

 
 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
一
七
番
一
三
号 

名
興
中
駒
ビ
ル
九
階
（
愛
知
事
務
所
） 

 
 

島
根
県
松
江
市
中
原
町
六
番
地
（
山
陰
事
務
所
） 

 
 

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
七
丁
目
一
三
番
地
一
三 

ミ
ツ
ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
六
〇
四
号
室
（
愛
媛
事
務
所

） 

 
 

長
崎
県
長
崎
市
万
才
町
六
番
三
三
号 

髙
木
ビ
ル
五
〇
一
号
（
長
崎
事
務
所
） 

 
 

宮
崎
県
宮
崎
市
川
原
町
五
番
一
〇
号 

ミ
ネ
ッ
ク
ス
川
原
八
階
（
宮
崎
事
務
所
） 

 
 

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
中
央
町
九
番
一
〇
号 

創
夢
第
一
ビ
ル
四
階
（
南
九
州
事
務
所
） 

 
 

沖
縄
県
浦
添
市
字
城
間
三
〇
一
九
番
地 

座
波
建
設
ビ
ル
三
〇
八
号
室
（
沖
縄
事
務
所
） 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
駅
前
中
央
一
丁
目
九
番
三
八
号 

カ
ー
ニ
ー
プ
レ
イ
ス
佐
賀
七
〇
四
号
室
（
佐
賀
事
務

所
） 

 
 

広
島
県
広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
五
番
六
号 

広
島
ち
ゅ
う
ぎ
ん
ビ
ル
七
〇
四
―
二
号
室
（
広
島
事
務
所

） 

三 

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
の
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日 


